
 

 

議案第６２号 

 

   静岡市手数料条例の一部改正について 
 

 静岡市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
  令和２年２月２１日提出 
 

静岡市長  田 辺 信 宏     
 

静岡市手数料条例の一部を改正する条例 

静岡市手数料条例（平成15年静岡市条例第103号）の一部を次のように改正する。 

別表第７中 

「 

 建築物のエネル

ギー消費性能に

係る技術的審査

適合証を添付し

ない場合 

一戸建ての住

宅 

建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第

１条第２号イ（２）及びロ

（２）に適合することを審

査する場合 

18,000円 

を  

その他の場合 37,000円 

一戸建て

の住宅以

外の住宅 

住戸

部分 

建築物エネル

ギー消費性能

基準等を定め

る省令第１条

第２号イ（２）

及びロ（２）に

適合すること

を審査する場

合 

申請戸数が

１のもの 

18,000円 

                                        」 

「 

 建築物のエネル

ギー消費性能に

一戸建ての住

宅 

建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第

18,000円 
  



 

 

 係る技術的審査

適合証を添付し

ない場合 

 １条第２号イ（２）（ⅰ）及

び（３）並びにロ（２）及

び（３）に適合することを

審査する場合 

 

 に 

その他の場合 37,000円 

一戸建て

の住宅以

外の住宅 

住戸

部分 

建築物エネル

ギー消費性能

基準等を定め

る省令第１条

第２号イ（２）

及び（３）並び

にロ（２）及び

（３）に適合

することを審

査する場合 

申請戸数が

１のもの 

18,000円 

                                        」 

改める。 

別表第９中 

「 

 繊維強化プラスチ

ック複合容器又は

圧縮天然ガス自動

車燃料装置用容器

（温度零下50度以

下の液化ガスを充

塡するための容器

を除く。）に係る容

器検査又は容器再 

検査 

内容積１リットル

未満の容器 

150円  

内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

160円  

 

  

 

 

 

内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

260円 

 内容積30リットル

以上150リットル

未満の容器 

320円  

 

 

  内容積150リット 320円に10リットル    

  ル以上の容器 又は10リットルに  



 

 

   満たない端数を増

すごとに57円を加

えた額 

 

 を 

高強度鋼容器（温度 内容積１リットル 140円 

 零下50度以下の液

化ガスを充塡する

ための容器、繊維強

化プラスチック複

合容器又は圧縮天

然ガス自動車燃料

装置用容器を除

く。）に係る容器検

査又は容器再検査 

未満の容器   

内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

160円 

内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

210円 

内容積30リットル

以上の容器 

210円に10リットル

又は10リットルに

満たない端数を増

すごとに３円を加

えた額 

                                        」 

「 

 繊維強化プラスチ

ック複合容器、圧縮

天然ガス自動車燃

料装置用容器又は

圧縮水素自動車燃

料装置用容器（温度

零下50度以下の液

化ガスを充塡する

ための容器を除

く。）に係る容器検

査又は容器再検査 

内容積１リットル

未満の容器 

150円  

内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

160円  

 

 

 

 

 

 

 

  

内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

260円 

内容積30リットル

以上150リットル

未満の容器 

320円 



 

 

  内容積150リット

ル以上の容器 

320円に10リットル

又は10リットルに

満たない端数を増

すごとに57円を加

えた額 

 

 

 

 に 

 高強度鋼容器（温度

零下50度以下の液

化ガスを充塡する

ための容器、繊維強

化プラスチック複

合容器、圧縮天然ガ

ス自動車燃料装置

用容器又は圧縮水

素自動車燃料装置

用容器を除く。）に

係る容器検査又は

容器再検査 

内容積１リットル

未満の容器 

140円  

 

内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

160円 

内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

210円 

内容積30リットル

以上の容器 

210円に10リットル

又は10リットルに

満たない端数を増

すごとに３円を加

えた額 

 

                                        」 

改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


